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動画時間 資料頁数

総論
１：ＢＣＰとは …(★) 19:50 21

新型コロナウイルス感染症編
２：共通事項 …(★) 10:37 12

３：入所系 …(Ａ) 21:52 29

４：通所系 …(Ｂ) 20:14 29

５：訪問系 …(Ｃ) 20:32 28

自然災害編
６：共通事項(概要編) …(★) 12:10 13

７：共通事項 …(★) 31:46 58

８：通所サービス固有事項 …(Ｂ) 02:47 03

９：訪問サービス固有事項 …(Ｃ) 02:42 03

10：居宅介護支援サービス固有事項 03:59 03

入所系サービスの合計(★とＡの部分) 96:15 133

通所系サービスの合計(★とＢの部分) 97:24 136
訪問系サービスの合計(★とＣの部分) 97:37 135

1 〜 10 の合計 150:280 202

ＢＣＰ策定のための参考資料
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介護施設‧事業所における業務継続計画(ＢＣＰ)作成支援に関する研修動画

‧ 厚労省では、ガイドラインとともに説明動画を準備

介護保険最新情報 Vol.926(令和3年2月26日)

※ 動画の資料も同時掲載



災害ＢＣＰ 感染症ＢＣＰ

情報を正確に入手し、その都度、
的確に判断をしていくことが重要

‧地震予測は ほぼ不可能
‧風水害は ある程度予測可能
‧火災の発生は予測不可能

‧感染の流行の影響は、流行地域が国外等であれ
ばある程度予測可能

‧感染力は変異株の発生により変化するため不確
実性が高い

業務継続の観点で障害となるもの
を把握しておくことが重要

‧事業所の建物や設備‧備品の復旧は、ある程度
事業所が対応可能

‧電気、交通インフラや通信インフラ等の社会的
資源の復旧は事業所のみでの対応は不可能

‧職員確保や やりくりの問題は、平時の余力によ
り左右

‧感染予防に必要な物資は、あらかじめ調達する
ことは可能

被害の量や期間に対しての対応で
きる範囲と困難となる状況を想定
しておくことが重要

‧被害量は過去の経験から想定できる範囲のもの
もある

‧２次災害が発生する可能性が否定できない場合
などは期間が長期化

‧被害量は感染防止策により左右
‧期間は罹患した職員の数や病状により変化

ＢＣＰ策定の意義 …

概括
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災害が発生した時や感染症がまん延した際、事業活動レベルの落ち込みを最小限に
とどめ、平常時の状態に戻るまでの時間を最小限にするための計画書をあらかじめ
作成することで、あらゆる危機的状況を乗り越えることができるようにすること。

ＢＣＰ策定で考慮すべき内容は、事業所の業務を滞らせる原因となる事象の性格により異なる。

ＢＣＰは、他の事業所が併設されているなどの場合、互いを補完し合う内容とすることで連携効果が期待
できる。

ＢＣＰの策定を終えたとしても、以後も定期的な内容の点検や随時の見直しは必要。

ＢＣＰの策定には、事業所によって職員数や担当利用者数、事業所の立地条件や運営形態などが異なるこ
とから、自事業所の自己分析が重要。



介護サービス事業者に求められる役割
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サービスの継続
• 介護サービス事業者は、利用者の健康‧身体‧生命を守るための必要不可欠な責任を担っており、自然災害発
生時や感染拡大時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めることが゙必要。

• 入所施設は入所者に対して「生活の場」を提供しており、仮に事業所が被災または感染者の発生があったと
しても、サービスの提供を中断することはできないと考え、災害時等でも最低限のサービスを提供し続けられ
るよう、自力でサービスを提供する場合のほか、他の協力者(近隣住民や家族等)へ支援を依頼する場合の双方に
ついて事前の検討や準備を進めることが重要。
• 災害の発生や感染症拡大により、万一業務の縮小(入浴サービスや所定の回数の食事の提供ができない等)を余儀
なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが゙肝要。

居住系サービス

• 通所施設では、サービス提供中に被災したとしても最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサー
ビスを提供する場合のほか、他の協力者(近隣住民や家族等)へ支援を依頼する場合の双方について事前の検討や
準備を進めることが重要。
• 災害の発生や感染症拡大により、万一業務の縮小(入浴サービスや送迎ができない等)や、事業所の閉鎖を余儀
なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが゙肝要。

通所系サービス

• 訪問系サービスの事業所では、災害の発生や感染症が流行した場合でも最低限のサービスを提供し続けられ
るよう、自力でサービスを提供する場合のほか、他の協力者(事業所退職者等)へ支援を依頼する場合の双方に
ついて事前の検討や準備を進めることが重要。
• 万一業務の縮小(提供時間や回数の変更)や、事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力
抑えるよう事前の検討を進めることが゙肝要。

訪問系サービス



※ 資金面の確保
大規模な自然災害が発生した場合には、業務の継続のために通常の費用以上に支出が増加し、また、復旧にも費用がかかる。感
染症のまん延が長期化した場合においても、対策に要する費用を無視できなくなる可能性がある。さらに、サービスの縮小や利用
料金の徴収不能、請求事務の停止等の理由により事業所の資金面で大きな割合を占める介護報酬の収入が減少すると賃金未払い等
の問題につながる恐れがある。介護サービス事業所の支出は人件費率が高いため、事業所の資金繰りが悪化しないよう日頃から健
全な運営が求められる。

介護サービス事業者に求められる役割＃２
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• 災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にある
ことが懸念されるため、労働契約法第５条(使用者の安全配慮義務)の観点からも、職員の過重労働やメンタルヘ
ルスについて適切な措置を講じることが使用者の責務。
• また、感染拡大時では、職員への感染リスクが高まっているため、過重労働やメンタルヘルス対応に加え感染
防止対策も合わせて必要な措置をとることが必要。

職員の安全確保

利用者の安全確保
• 介護サービスの利用者は65歳以上の高齢者と40歳以上の特定疾病のある方であり、体力が低く抵抗力も弱いた
め、利用者の安全を確保することがサービス事業者の最大の役割であり、災害時では深刻な人的被害が生じる
ことのないよう、感染症拡大時にはさらに感染範囲が広がらないよう利用者の安全を守るための対策が何より
も重要。

地域への貢献
• 介護サービス事業所者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設がも
つ機能を活かして被災時に地域へ貢献することも役割のひとつ。



災害‧感染症発生時の居宅介護支援における業務量とサービスの時間的変化
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時間

(提供できない部分)

(増加する部分)

対応‧対策
人員減

業務縮小
優先
すべ
きサ
ービ
ス

から
再開

継続すべき業務の見直し

時間

すべき業務の量

提供できるサービスの量‧質

平常時の
業務量

平常時の
サービス

非常時の期間

非常時の期間

この期間を最小限とする必要がある

※ 提供するサービスが減った場合には、その分の
業務量は減少するがグラフには示していない

この期間、職員の負担が増加し、疲労が溜る

災害発生
感染発生

災害発生
感染発生

業務量の増加とサービスの低下

ＢＣＰは、あらかじめ想定した方策により
増加する業務を効率良くこなすとともに、
業務に優先順位をつけ、職員負担を考慮し
つつ通常の業務状態まで回復させ、サービ
スが低下する期間を極力減らすことを目指
して策定する。

• 災害発生時は、通常の業務に加え、被
害状況の把握や２次災害の防止対策、災
害からの復旧等により大幅に業務量が増
加する。また、職員が負傷した場合等は
他の職員の業務負担が増すことになる。
• 感染拡大時においても、通常業務のほ
か感染防止対策を行う必要があり、業務
量が増大する。職員が感染した場合等は
他の職員の業務負担が増加する。

• 災害発生時は、危険回避や設備の損壊
により提供できるサービスが限定されて
しまう。また、職員の負傷等によりサー
ビスの質や量が低下する。
• 感染拡大時では、感染拡大防止の観点
から提供できるサービスが限定される。



ＢＣＰと従前のマニュアル等との違い
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従前のマニュアルには掲載されていないケースが多く、ＢＣＰでは掲載の検討を要するもの

従前のマニュアルには掲載されているケースはあるが、ＢＣＰとしては内容の不足が想定されるもの

• 事業所では従前から、ＢＣＰとは別に各種のマニュアルが整備されていたが、これらは主に非常時の対
応の仕方を意識して作成されており、非常時の業務量の見積りや職員不足の問題といった点を踏まえた
サービス提供の継続性を考慮したものでないものが多い。

• 各種研修や訓練も随時実施されていたが、比較的被害が小さい状況を想定したケースが多く、業務が
数日間にわたり停止するような事態を想定したものでないことが多い。

※ 従前からあるマニュアル：非常災害マニュアル、感染症マニュアル、衛生管理マニュアル etc．

※ 避難することのみが目的の訓練、消毒することで感染が収束したとする対策 etc．

(例) • 優先順位付けした業務リスト … 複数のサービスを展開している場合は、サービス間の優先度も含む
• 職員の労務管理の方法 … 過重労働への対応(職員の休息場所や職員向けの備蓄など)
• 情報発信の方針 … 風評被害対策、マスコミ対応

(例) • 職員のやりくり … 同一事業所や同一法人内の職員のみでの対応に留まっている
• 備蓄品の状況 … 非常時は使用量が平時より多くなり、入手が難しくなることを考慮していない
• 研修、訓練 … 具体的な時期、担当者、対象者が明確になっていない

※ 今回ＢＣＰを策定したことにより、従前のマニュアルが不要になったということではなく、従前のマニュアルの見直し
等が必要か改めて吟味する必要がある。



自然災害対策

３
• 事業所や職員の被災状況によっては、限られた職員‧設備でサービス提供を継続する必要があることも想定
される。そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況、被災状況に
応じて対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要。

業務の優先順位の整理

４
• ＢＣＰは、作成するだけでは実効性があるとは言えず、危機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関
係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要がある。また、最新の知見等を踏まえ、定
期的に見直すことも重要。

周知、研修、訓練

１

● 事前の対策(今何をしておくか)
‧設備、機器、什器の耐震固定
‧インフラが停止した場合のバックアップ

● 被災時の対策(どう行動するか)
‧人命安全のルール策定と徹底
‧事業復旧に向けたルール策定と徹底
‧初動対応
(1) 利用者‧職員の安否確認、安全確保、(2) 建物‧設備の被害点検、(3) 職員の参集

• 災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集‧共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイント
となる。そのため、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が、何をする
か)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要。

正確な情報集約‧判断ができる体制の構築

２ 自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に整理し準備

ＢＣＰ作成‧運用のポイント
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感染症対策

１
• 感染(疑い)者発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集‧共有体制や、情報伝達フロー等の構築が
ポイントとなる。そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰
が、何をするか)、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要。

正確な情報の共有、役割分担、判断ができる体制の構築

２
• 介護サービスは、利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染(疑い)者が発生した
場合でも、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要。そのため、感染(疑い)者発
生時の対応について整理し、平時からシミュレーションを行うことが有用。

感染(疑い)者が発生した場合の対応

ＢＣＰ作成‧運用のポイント＃２

３
• 濃厚接触者とその他の利用者の介護を行うに当たり、可能な限り担当職員を分けることが望ましいが、職員
が感染者や濃厚接触者となること等により職員が不足する場合がある。この場合、こうした対応が困難とな
り交差感染のリスクが高まることから、適切なケアの提供だけではなく、感染対策の観点からも職員の確保
は重要。そのため、施設‧事業所内‧法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県等への早め
の応援依頼を行うことが重要。

職員確保

４
• 職員が不足した場合は、感染防止対策を行いつつ、限られた職員でサービス提供を継続する必要があること
も想定される。そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況に応じ
て対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要。

業務の優先順の整理

５
• ＢＣＰは、作成するだけでは実効性があるとは言えず、危機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関
係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要がある。また、最新の知見等を踏まえ、定
期的に見直すことも重要。

周知、研修、訓練
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一般に、国や関係団体が用意するガイドラインや雛形は、物事の取り掛りの際に活用する場合には
有用であるが、適用する事業所規模や状況により、より有効な方策があることがあるため、参考にし
つつもある程度形になったときに、改めて目を通すことが望ましい。

ガイドライン‧雛形の活用時の注意

【厚労省のサイトに掲載されているＢＣＰ雛形の記載例】
• 出動率(出勤率)は、職員数が比較的少な
い事業所では割合で表記するよりも、具
体的に「３人」、「７〜９人」のように
記載したほうが直感的で分かりやすい。

• 常勤職員が多い事業所において、感染
症ＢＣＰでこのような表を作成する場合
は、出勤人数よりも欠勤人数で記載した
ほうが作成しやすい場合もある。

• 在庫量は、「２日分」、「４回分」のよう
に記載しないと分からない場合がある。
• 協力事業所等からの援助が確実に期待
できるものがあれば、その分の在庫補充
を記載してもよい。



※ 定期巡回‧随時対応型訪問介護看護以外の地域密着型サービスは第３条の３０の２の規定を準用

施行期日
厚生労働省令第９号(令和3年1月25日)
附則
(施行期日)
第１条 この省令は令和３年４月１日から施行する。ただし、…(以下略)…。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第３条 この省令の施行の日から令和６年３月３１日までの間、…(途中略)…、新指定地域密着型サービス基準第３条の２０の

２(新指定地域密着型サービス基準第１８条、…(途中略)…、及び第１８２条において準用する場合を含む。)、…(途中略)…の規
定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」
とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

第３条の３０の２
指定定期巡回‧随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者
に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開
を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を
講じなければならない。

２ 指定定期巡回‧随時対応型訪問介護看護事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画につい
て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定定期巡回‧随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要
に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 ( )
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運営基準

（業務継続計画の策定等）

平成18年3月14日
厚生省令第34号



第３ 地域密着型サービス

１ 定期巡回‧随時対応型訪問介護看護

３ 設備等に関する基準

(23) 業務継続計画の策定等

① 基準第３条の３０の２は、指定定期巡回‧随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利
用者が継続して指定定期巡回‧随時対応型訪問介護看護の提供を受けられるよう、指定定期巡回‧随時対応型訪問介護看護の
提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定
するとともに、当該業務継続計画に従い、定期巡回‧随時対応型訪問介護看護従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレ
ーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基
準第３条の３０の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し
支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実
施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等の一部を改正する省令(令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。)附則第３条において、３年間の経
過措置を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。
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運営基準(解釈通知)

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
(平成18年3月31日老計発第0331004号‧老振発第0331017号‧老老発第0301017号)

(次項へ続く)

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設‧事業所における新型
コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設‧事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドラ
イン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設
定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。



③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、
緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。
職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年１回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施
することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、
感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。

④ 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、
事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年１回以上)に実施するものとす
る。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施するこ
とも差し支えない。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施する
ことが適切である。
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イ 感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え(体制構築‧整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
ｂ 初動対応
ｃ 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

ロ 災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応(建物‧設備の安全対策、電気‧水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
ｂ 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
ｃ 他施設及び地域との連携

(前項から)

定期的な教育と訓練の実施頻度はサービス毎に異なる。

定期巡回‧随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、
地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

‧ 年１回以上のもの …

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

‧ 年２回以上のもの …

留意点


